
議題１

町コミュニティバス東ルートの運行事業者の変更について
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コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（１）

(前回・前々回交通会議内容)

町コミュニティバス（東ルート）は、現在神奈川中央交通㈱に運行業務を委託している。

同社では、運転手不足等の理由から主要路線バスへ人材を集中させる等の理由からコミュニ

ティバスの運行について、順次関連会社である神奈中タクシー㈱への事業移管を進めている。

（※県内では座間市(R3.4月～）、相模原市(R6.10月～）等で移管済）

神奈川中央交通㈱より

寒川町においても、令和8年4月から神奈中タクシー㈱への事業移管の打診

令和6年度第２回および令和7年度第2回 寒川町地域公共交通会議において報告

改めて協議証明書（案）をお示しすることとした
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コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（２）

(町コミュニティバス（東ルート）運行の概要)
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路線名 運行開始日 運行経路 運行距離 運行日・ダイヤ 運賃 使用車両

もくせい号
（東ルート）

平成21年10月５日
より本運行

・寒川駅～総合体育館前・
小動北・越の山入口～寒川
駅

・寒川駅～総合体育館前・
越の山入口～寒川駅

１便あたり
10.6km
(1日11便)

毎日運行
※12月29日～1月3日
を除く

午前7時台～午後5時台
１日11便

中学生以上
：150円

小学生等(※)
：100円

小型低床バス

定員：35人

車両数：2台

使用車両：日野ポンチョ

東ルート
（寒川駅～総合体
育館前・越の山入
口～寒川駅）

※小学生・障がい者手帳または
シニア割引証を提示した方



コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（３）

前ページの運行概要 および 別紙（資料1-2）協議証明書（案）に記載のとおり

現行のルート・運行回数・運行時間などの事業計画に変更なく、令和8年4月1日より

神奈川中央交通㈱ から 神奈中タクシー㈱ へ事業移管することを考えています。

以上の内容についてご協議願います。
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今後の想定スケジュール
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コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（４）

R7.12月4日


